
魏鰈隧隋鰈鶯晰瘍艤颯蝙鰈のみなさまへ

「斃』鯰F鑽財越瘍漑蠅は、捩瘍燿晰蜀縣巫め

'。

を受けましよう。

後期高齢者医療の被保険者の方は、年1回、鰊鰊館で歯科健診

が 受 診 で き ま す 。 ※治療が必要な場合の治療費は自己負担となり表す。

みなさまの歯・歯肉の状態や□腔清掃状態等をチェックし、誤囁性肺炎等につながる□腔

機能低下の予防をするため、歯科健診を実施します。みなさまのお□の健康状態を矢□る

良い機会となりますので、後期高齢者の特性に合わせた歯科健診を受診しましょう。

平成29年10月 1日 ～平成30年2月28日 (5ヶ月間)

①高知県後期高齢者医療広域連合又はお住まいの市町村へ申し込みし、R彊鍵懸を受け取る。

(前年度に75歳になつた方と前年度受診者には、受診券を事前送付します)

②こ希望の歯科医院へ電記調耐惚をする。

(歯科健診を受けることができる歯科医院は「登録歯科医療機関一覧」でこ確認ください)

③鱚爆塚理藪迩・震鏃舞難・聞診震・入れ面。お藁手幅を持参して、

歯科健診を受ける。


